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町の施策・情報をお伝えします。

町からのお知らせ

平
成
30
年 

第
１
回
町
議
会
定
例
会

　

本
議
会
の
審
議
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

議
会
事
務
局
か
ら

3/
5～15

【議案等表決結果一覧表】

議案番号 件            名 議決の結果

第 1 号 議 案

第 2 号 議 案

第 3 号 議 案

第 4 号 議 案

第 5 号 議 案

第 6 号 議 案

第 7 号 議 案

第 8 号 議 案

第 9 号 議 案

第10号議案

第11号議案

第12号議案

第13号議案

第14号議案

第15号議案

第16号議案

第17号議案

第18～25号議案

第26、27号議案

第28号議案

愛南町防災行政無線施設条例の制定について

愛南町執行機関の附属機関設置条例の一部改正について

愛南町手数料徴収条例の一部改正について

愛南町人材育成基金条例等を廃止する条例について

愛南町公共施設マネジメント基金条例の制定について

愛南町防災対策基金条例の制定について

愛南町子ども医療費助成条例の一部改正について

愛南町ひとり親家庭医療費助成条例の一部改正について

愛南町重度心身障害者医療費助成条例の一部改正について

愛南町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について

愛南町福祉タクシー助成条例の一部改正について

愛南町介護保険条例の一部改正について

愛南町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介

護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について 

愛南町環境衛生センター条例の一部改正について

愛南町散骨事業等の適正化に関する条例の制定について

愛南町豊かな自然と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に

関する条例の一部改正について

平成29年度愛南町一般会計補正予算（第6号）について

平成29年度愛南町特別会計補正予算について（8件）

平成29年度愛南町事業会計補正予算について（2件）

平成30年度愛南町一般会計予算について

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

第29～36号議案

第37、38号議案

第39号議案

第40号議案

第41号議案

第42号議案

第43号議案

平成30年度愛南町特別会計予算について（8件）

平成30年度愛南町事業会計予算について（2件） 

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（里地棚田整備事業）増田地区の変

更について

愛南町過疎地域自立促進計画の変更について

29国道整第１号 町道弓張池支線道路改良工事請負契約の変更について 

愛南町国民健康保険条例の一部改正について

平成29年度愛南町一般会計補正予算（第7号）について   

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

※平成29年請願第1号 「年金支給の毎月払い」「年金支給開始年齢の引き上げは行わな

　いこと」を求める請願については、不採択

※全会一致により議会活性化特別委員会設置
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〔
水
産
業
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
〕

　

水
産
業
の
現
状
と
課
題
を
調
査
す
る
た

め
、
現
地
調
査
と
し
て
町
内
の
安
高
水

産
有
限
会
社（
愛
南
町
深
浦
）お
よ
び
極
洋

フ
ィ
ー
ド
ワ
ン
マ
リ
ン
㈱（
愛
南
町
久
良
）

を
視
察
し
、
西
口
孝
た
か
し

委
員
長
が
報
告
し
ま

し
た
。

﹇
調
査
結
果
﹈

　

町
の
水
産
業
振
興
に
お
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
取
り
組
ん
で
い
る
水
産
の
ブ
ラ
ン
ド

化
や
流
通
、
新
養
殖
魚
の
開
発
等
の
販
売

力
の
強
化
、
外
国
人
研
修
制
度
の
活
用
、

新
規
漁
業
就
業
者
定
着
促
進
事
業
等
の

人
材
確
保
・
育
成
を
関
係
団
体
や
関
係
機

関
、
漁
業
者
と
さ
ら
な
る
連
携
を
持
っ

て
推
進
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま

す
。
ま
た
、
町
で
新
た
な
水
産
振
興
事
業

に
取
り
組
ん

だ
際
に
は
、

議
会
と
し
て

も
把
握
し
て

お
く
こ
と
が

大
切
で
な
い

か
と
思
わ
れ

る
の
で
積
極

的
な
情
報
提

供
を
望
み
ま

す
。

　

な
お
、
当

【一般質問】６名の議員が一般質問を行いました。

金繁　典
のり

子
こ ①特別支援学校への長時間通学の解消について 

②町内の集落に近接する高速道路ルート案を町が国に要望していることについて
③御荘湾防潮堤の建設費を愛南町が負担することと住民の合意について

原田　達
たつ

也
や ①「機能別消防団員」ならびに「大規模災害団員」制度の導入について

②本町農林水産物及び加工品の海外販売について 

鷹野　正
まさ

志
し ①地域公共交通の現状と対応について

②「愛南町空家等対策計画(案)」について
③地域・産業等の振興について

石川　秀
ひで

夫
お

①鳥獣害対策について
②町営住宅の耐震化について
③県立南宇和病院の医師不足について
④サンパール観光(株)の今後の見通しについて　
⑤愛南町の少子化対策について
⑥南海トラフ地震の防災の取り組みについて
⑦愛南町内水道料金の不均衡の是正について  

  西口　　 孝
たかし ①無医地区への出張診療を求める事について

②本町学校教育の現状と今後の対応について

土居　尚
なお

行
ゆき

①愛南町の小中学校の将来展望について
②消防団への運営費支給について
③愛媛県の東京、大阪事務所への職員出向について
④平成30年度の予算編成について 

※詳しくは町ホームページをご覧ください。

委
員
会
ま
た

は
議
会
は
、

町
内
の
産
業

の
現
状
を
知

る
た
め
に
も

水
産
業
関
係

者
を
は
じ
め

町
内
の
各
産

業
関
係
者
と

意
見
交
換
を

行
う
こ
と
も

必
要
で
な
い

か
と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　

第
１
回
議
会
定
例
会
に
お
い
て
、
地
方

分
権
時
代
に
対
応
し
た
議
会
機
能
の
充
実

と
効
率
的
な
議
会
運
営
等
に
つ
い
て
、
調

査
・
検
討
す
る
た
め
に
議
会
活
性
化
特
別

委
員
会
を
全
会
一
致
で
設
置
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

〔
名
称
〕

　

議
会
活
性
化
特
別
委
員
会

〔
委
員
定
数
〕

　

15
人（
議
長
を
除
く
全
議
員
）

﹇
調
査
結
果
﹈

　

調
査
等
終
了
す
る
ま
で
、
閉
会
中
の
継

続
調
査
と
し
ま
す
。

産
業
厚
生
常
任
委
員
会
所
管
事
務
調
査
報
告

議
会
活
性
化
特
別
委
員
会
の
設
置
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町の施策・情報をお伝えします。

町からのお知らせ

歳　出

131億1,700万円
（前年度比8.2％減）

（目的別）

民生費
35億9,660万5千円

（27.4％）

　 総務費
21億3.227万3千円

（16.3％）

衛生費
12億6,534万8千円

（9.6％）

教育費
13億6,482万3千円

（10.4％）

農林水産業費
8億8,737万5千円

（6.8％）

消防費
4億6,777万5千円

（3.6％）

土木費
7億6,171万1千円

（5.8％）

商工費
2億4,994万円

（1.9％）

その他
2億2,747万円（1.7％）

公債費
21億6,368万円

（16.5％）

諸収入
1億2,632万円

（1.0％）

使用料及び手数料
1億7,803万2千円

（1.4％）

地方譲与税
1億1,080万円

（0.8％）

歳　入

131億1,700万円
（前年度比8.2％減）

地方交付税
68億8,450万4千円

（52.5％）

町債
8億2,560万円

（6.3％）

国・県支出金
16億7,288万5千円

（12.7％）

 町税
16億8,282万1千円

（12.8％）

繰入金
4億4,220万円

（3.4％）

分担金及び負担金
2億1,163万5千円

（1.6％）

地方消費税交付金
3億4,970万円

（2.7％）

繰越金
3億5,000万円

（2.7％）
その他
2億8,250万3千円

（2.1％）

その他の内訳

利子割交付金 230万円

配当割交付金 930万円

株式等譲渡所得割交付金 540万円

自動車取得税交付金 2,630万円

地方特例交付金 310万円

交通安全対策特別交付金 210万円

財産収入 1億3,400万3千円

寄附金 1億円

その他の内訳

議会費 8,581万7千円

災害復旧費 893万8千円

諸支出金 1億1,271万5千円

予備費 2,000万円

（2）歳出の内訳
　①目的別

構成比は、四捨五入により算出し

ているため、合計が100%になら

ない場合があります。

平成30年度当初予算の概要についてお知らせします

　平成30年度は、本町の自立性、将来性、地域性を念頭に置きながら、特色ある農林水産物、豊かな自然

や伝統・文化など、本町の資源を活かした地域の活性化、地域コミュニティの充実、人口減少の克服のため

の新たな事業を実施していくという考えのもと予算編成を行いました。

１　平成30年度一般会計当初予算
（1）歳入の内訳

構成比は、四捨五入により算出しているため、合計が

100%にならない場合があります。
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歳　出

131億1,700万円
（性質別）

人件費
28億3,635万1千円

（21.6％）

物件費
23億8,769万7千円

（18.2％）

扶助費
13億310万円

（9.9％）

 繰出金
16億8,116万3千円

（12.8％）

普通建設事業費
10億3,135万3千円

（7.9％）

　  補助費等
14億634万1千円
　（10.7％）

その他
3億731万5千円

（2.3％）

 公債費
21億6,368万円

（16.5％）

注）資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額3,193万5千円は、過年度分損益勘定留保資金3,193万5千円で

補填する。

その他の内訳

維持補修費 9,697万7千円

積立金 1億1,271万4千円

投資及び出資金 5,918万6千円

貸付金 950万円

災害復旧事業費 893万8千円

予備費 2,000万円

3　企業会計当初予算
（１）上水道事業会計
歳入

平成30年度
当初予算

前年度予算に
対する増減

水道事業収益 7億3,500万円 6,000万円の減

資本的収入 1億1,108万7千円 2,927万7千円の減

計 8億4,608万7千円 8,927万7千円の減

（２）病院事業会計
歳入

平成30年度
当初予算

前年度予算に
対する増減

病院事業収益 6億7,200万円 1,100万円の増

資本的収入 0 0

計 6億7,200万円 1,100万円の増

2　特別会計当初予算
会　計　名 平成30年度当初予算 前年度予算に対する増減

国民健康保険特別会計 ３３億８,１００万円 ７億７００万円の減

後期高齢者医療特別会計 ３億６２０万円 ８７０万円の増

介護保険特別会計 ３１億９,３００万円 ４,６００万円の増

小規模下水道特別会計 １億７,５２０万円 ４,３００万円の増

浄化槽整備事業特別会計 １億７,９００万円 ８８０万円の増

温泉事業等特別会計 ８,３５０万円 ２８０万円の減

旅客船特別会計 １,９００万円 ７２０万円の減

公共用地先行取得事業特別会計 ２億４,５９０万円 ２億４,５９０万円の増

歳出

平成30年度
当初予算

前年度予算に
対する増減

水道事業費用 7億3,500万円 6,000万円の減

資本的支出 3億4,170万3千円 1,647万円の増

計 10億7,670万3千円 4,353万円の減

注）資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2億3,061万6千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額963万2千円及び当年度分損益勘定留保資金2億2,098万4千円で補填する。

歳出

平成30年度
当初予算

前年度予算に
対する増減

病院事業費用 6億7,200万円 1,100万円の増

資本的支出 3,193万5千円 897万2千円の増

計 7億393万5千円 1,997万2千円の増

構成比は、四捨五入により算出し

ているため、合計が100%になら

ない場合があります。

（2）歳出の内訳
　②性質別
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町の施策・情報をお伝えします。

町からのお知らせ

「
ぎ
ゅ
ぎ
ゅ
っ
と
愛
南
！
夏
の
陣
」
を
開
催
し
ま
す

商
工
観
光
課
か
ら

新
婚
さ
ん
の
新
生
活
を
応
援
し
ま
す

企
画
財
政
課
か
ら

　

愛
南
町
最
大
の
食
の
イ
ベ
ン
ト

「
ぎ
ゅ
ぎ
ゅ
っ
と
愛
南
！
夏
の
陣
〜
海

と
山
を
喰
ら
う
〜
」を
開
催
し
ま
す
。 

　

当
日
は
、
と
び
き
り
新
鮮
な
カ
ツ

オ
が
特
価
で
即
売
さ
れ
る
ほ
か
、
マ

グ
ロ
の
寿
司
や
ヒ
オ
ウ
ギ
貝
の
浜
焼

き
な
ど
の
海
の
幸
に
加
え
、
生
産
量

日
本
一
を
誇
る
愛
南
ゴ
ー
ル
ド（
品

種
名
：
河
内
晩
柑
）
や
新
鮮
野
菜
な

ど
、
山
の
味
覚
も
盛
り
だ
く
さ
ん

で
す
。
ま
た
、
隣
接
す
る
第
２
会
場

（
御
荘
湾
）で
は
、
バ
ナ
ナ
ボ
ー
ト
や

カ
ヌ
ー
な
ど
の
マ
リ
ン
ス
ポ
ー
ツ
が

体
験
で
き
ま
す
。

　

愛
南
町
の
魅
力
を
ぎ
ゅ
ぎ
ゅ
っ
と

詰
め
込
ん
だ
楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
に
、

お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
、
ぜ
ひ
と
も

お
越
し
く
だ
さ
い
。

日
時　

５
月
27
日
㈰　

９
時
30
分
〜

15
時（
雨
天
決
行
）

※
荒
天
の
場
合
は
中
止
に
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

場
所　

愛
南
漁
協
御
荘
支
所

　
　
　

（
み
か
ん
職
人
武
田
屋
奥
）

問
合
せ　

愛
南
食
の
イ
ベ
ン
ト
実
行

委
員
会
（
商
工
観
光
課
内
） 

 

℡
７
２
―

７
３
１
５

　

愛
南
町
で
は
、
新
婚
世
帯
を
対
象

に
、
婚
姻
に
伴
う
新
居
の
取
得
、
新

居
の
賃
借
、
新
居
へ
の
引
越
し
費
用

の
補
助
を
行
い
ま
す
。

【
対
象
者
】

　

婚
姻
日
に
お
い
て
夫
婦
と
も
に
34

歳
以
下

　

世
帯
所
得
３
４
０
万
円
未
満
の
新

婚
世
帯

【
補
助
金
額
】

　

一
世
帯
当
た
り
上
限
30
万
円

【
申
請
期
間
】

　

平
成
31
年
３
月
31
日
ま
で

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ  

　

企
画
財
政
課 

℡
７
２
―

７
３
１
７
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愛
南
町
登
録
統
計
調
査
員
の
募
集
に
つ
い
て

企
画
財
政
課
か
ら

平
成
30
年
工
業
統
計
調
査
を
実
施
し
ま
す

企
画
財
政
課
か
ら

愛
南
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
の
委
員
を
募
集
し
ま
す

税
収
確
保
に
向
け
て
県
と
連
携

　

愛
南
町
で
は
、
統
計
法
に
基
づ
い

て
実
施
さ
れ
る
各
種
統
計
調
査
の
実

施
に
際
し
て
、統
計
調
査
業
務
に
従
事

し
て
い
た
だ
け
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

　

興
味
の
あ
る
方
は
、
企
画
財
政
課

ま
で
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
な
お
、
調
査
員
登
録
の
際
に

は
、
調
査
員
証
明
書
に
添
付
す
る
写

真
を
撮
影
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

統
計
調
査
員
の
仕
事

　

調
査
員
事
務
説
明
会
へ
の
出
席
、

調
査
票
の
配
布
お
よ
び
回
収
、
調
査

書
類
の
審
査
な
ど
。
任
命
期
間
は
２

か
月
程
度
、
報
酬
は
従
事
す
る
統
計

調
査
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

問
合
せ  

　

企
画
財
政
課 

℡
７
２
―

７
３
１
７

　

工
業
統
計
調
査
は
、
従
業
者
４
人

以
上
の
全
て
の
製
造
事
業
所
を
対
象

に
、
平
成
30
年
６
月
１
日
時
点
で
実

施
し
ま
す
。
我
が
国
に
お
け
る
工
業

の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
政
府
の
重
要
な
調
査
で
、

統
計
法
に
基
づ
く
報
告
義
務
の
あ
る

基
幹
統
計
調
査
で
す
。

　

調
査
の
結
果
は
中
小
企
業
施
策
や

地
域
振
興
な
ど
、
国
お
よ
び
地
域
行

政
施
策
の
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て

利
活
用
さ
れ
ま
す
。
調
査
票
に
ご

記
入
い
た
だ
い
た
内
容
は
、
統
計
作

成
の
目
的
以
外（
税
の
資
料
な
ど
）に

使
用
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ

ん
。

　

５
月
中
旬
頃
か
ら
対
象
の
事
業
所

へ
統
計
調
査
員
が
伺
い
ま
す
の
で
、

調
査
の
趣
旨
・
必
要
性
を
ご
理
解
い

た
だ
き
、
ご
回
答
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

問
合
せ  

　

企
画
財
政
課 

℡
７
２
―

７
３
１
７

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら

職
務
の
内
容

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
適
切
、
公
正
か
つ
中
立
的
な

運
営
が
確
保
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
評
価
及

び
審
議
を
行
う
。

報
酬
等
の
条
件

日
額
７
０
０
０
円
（
交
通
費
有
）

公
募
人
数

２
名
（
委
員
定
数
10
名
）

任
期

委
嘱
の
日
か
ら
平
成
32
年
３
月
31
日
ま
で

応
募
資
格

町
内
在
住
で
介
護
保
険
１
号（
65
歳
以
上
の
方
）及
び
２
号

被
保
険
者（
40
歳
以
上
の
方
）

募
集
期
間

５
月
１
日
㈫
〜
５
月
21
日
㈪

申
込
み
・
問
合
せ
　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

℡
７
２
―

７
３
２
５

税
務
課
か
ら

　

愛
南
町
で
は
、
県
と
町
の
職
員
が

連
携
し
て
収
税
や
滞
納
整
理
業
務
を

行
う
職
員
相
互
併
任
を
平
成
24
年
度

か
ら
導
入
し
て
、
税
収
の
確
保
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

４
月
９
日
に
は
町
長
室
で
辞
令
交

付
式
が
行
わ
れ
、
愛
媛
県
職
員
の
中

村
雄た
け

大ひ
ろ

担
当
係
長
を
愛
南
町
税
務
課

管
理
収
納
係
に
任
命
し
ま
し
た
。

問
合
せ 

　

税
務
課  

℡
７
２
―

７
３
０
１

今
月
の

 

年
金
出
張
相
談
（
予
約
制
）

 

○
５
月
22
日
㈫

　

 

10
時
〜
15
時
30
分

　

 

（
城
辺
商
工
会
館
２
階
）

問
合
せ　

宇
和
島
年
金
事
務
所

　

お
客
様
相
談
室

　

℡
０
８
９
５
―

２
２
―

５
５
６
９

　

電
話
受
付
対
応
時
間

　

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

工業統計
キャラクター
コウちゃん
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町の施策・情報をお伝えします。

町からのお知らせ

軽
自
動
車
税
の
納
期
・
減
免
制
度
に
つ
い
て

税
務
課
か
ら

平
成
30
年
度
「
狂
犬
病
予
防
注
射
」
を

実
施
し
ま
す

環
境
衛
生
課
か
ら

　

軽
自
動
車
税
は
４
月
１
日
の
登
録
名
義
人
に
そ

の
年
度
分
が
課
税
さ
れ
ま
す
。
平
成
30
年
度
軽
自

動
車
税
の
納
付
書
・
口
座
振
替
通
知
書
は
５
月
14

日
㈪
発
送
予
定
で
す
。
車
検
等
で
軽
自
動
車
税
納

税
証
明
書
が
必
要
な
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、
納
付

書
に
領
収
書
兼
納
税
証
明
書
が
付
い
て
お
り
ま
す

の
で
、
そ
ち
ら
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替

の
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、
振
替
確
認
後
、
領
収
書

兼
納
税
証
明
書
を
記
載
し
た
ハ
ガ
キ
を
送
付
い
た

し
ま
す
。
ま
た
、
５
月
14
日
㈪
発
送
予
定
の
納
付

書
、
口
座
振
替
以
外
の
方
法
で
納
付
さ
れ
た
場
合

は
、
別
途
軽
自
動
車
税
納
税
証
明
書
の
発
行
が
必

要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
税
務
課
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

身
体
障
が
い
者
・
戦
傷
病
者
本
人
の
所
有
で
、

通
院
・
通
学
や
生
業
の
た
め
に
本
人
や
家
族
・
常

時
介
護
者
が
運
転
す
る
軽
自
動
車
は
減
免
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す（
障
が
い
の
区
分
、
等
級
に

よ
っ
て
対
象
者
は
異
な
り
ま
す
）。

　

18
歳
未
満
の
身
体
障
が
い
者
ま
た
は
精
神
障
が

い
者
・
知
的
障
が
い
者
で
、
国
民
年
金
法
に
定
め

る
１
級
の
障
が
い
と
同
程
度
の
状
態
に
あ
る
方
の

家
族
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
も
該
当
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　

減
免
申
請
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、 

５
月
15
日

㈫
〜
５
月
23
日
㈬
ま
で
の
間
に
本
庁
税
務
課
も
し

く
は
各
支
所
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。
※
毎
年
手
続

き
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
対
象
と
な
る
の
は
普
通
自
動
車
を
含
め

て
１
人
に
つ
き
１
台
に
限
ら
れ
ま
す
。

　

狂
犬
病
予
防
注
射
は
、
飼
い
主
の
義
務
と
し
て

「
狂
犬
病
予
防
法
」
に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
毎
年
必
ず
接
種
し
ま
し
ょ
う
。
狂
犬
病
の

予
防
、
撲
滅
の
た
め
、
そ
し
て
な
に
よ
り
愛
犬
の

健
康
の
た
め
、
飼
い
主
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

■
予
防
注
射
の
実
施
時
期
・
場
所
・
時
間

　

「
か
ん
き
ょ
う
か
わ
ら
版
」
や
「
愛
南
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
」
、
畜
犬
登
録
者
に
郵
送
し
て
い
る
ハ

ガ
キ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
ハ
ガ
キ
は
必
ず
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

■
予
防
注
射
料

　

１
頭
に
つ
き　

３
０
０
０
円

　

（
注
射
済
票
交
付
手
数
料
５
５
０
円
を
含
む
）

■
登
録
料

　

１
頭
に
つ
き　

３
０
０
０
円

　

（
登
録
は
生
涯
に
つ
き
１
回
※
認
め
印
が
必
要

で
す
）

　

ハ
ガ
キ
は
当
日
必
ず
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※
混
雑
を
避
け
る
た
め
、
お
支
払
い
は
釣
り
銭
の

い
ら
な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

　

環
境
衛
生
課 

℡
７
２
―

７
３
１
６

　

軽
自
動
車
税
の
納
期
限
は
５
月
31
日
㈭
で
す

問
合
せ　

税
務
課 

℡
７
２
―

７
３
０
１

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

　

身
体
障
が
い
者
手
帳

　

（
戦
傷
病
者
手
帳
）ま
た
は
療
育
手
帳

　

精
神
障
が
い
者
保
健
福
祉
手
帳

　

・
運
転
免
許
証

　

・
印
鑑

　

・
車
検
証

　

・
軽
自
動
車
税
納
付
書
ま
た
は

　
　

口
座
振
替
通
知
書

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）が
わ
か
る
も
の

　

（
個
人
番
号
カ
ー
ド
・
通
知
カ
ー
ド
）

　

軽
自
動
車
税
の
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す
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在宅で生活をされている高齢者の方へ、福祉サービスについてお知らせします

問合せ 　高齢者支援課 ℡７２ ―７３２５

事業名 支給内容 対象者

はり、灸、マッサー

ジ等施術費助成事

業

町指定の施術機関で施術を受けた場合、１

回につき1,000円を助成。１日１回、１か

月に２回を限度。

65歳以上の方。ただし、医療保険で

医療費の支給が行われる場合、助成

の対象外。

緊急通報システム

整備事業

非常通報、火災監視、ライブリズム等を監

視する装置により、24時間体制で、迅速かつ

適切な救済体制を図る。

65歳以上の高齢者のみの世帯で、身

体および環境上等の理由で、緊急時

に通報手段の確保が困難な方。

「食」の自立支援事

業

週４回、昼食を提供。

利用者負担額　１食450円。

高齢者のみの世帯で、自身では食事

の準備が困難な方

福祉タクシー助成

事業

補助券は、年間50枚を限度に交付し、１回

の乗車につき１枚、１日１往復を限度。

券の種類

1,500円券（脇本、中玉）

1,000円券（猿鳴）

  800円券（左右水、大浜、長月第４）

  500円券（その他の行政区）

当該年度４月１日で、70歳以上か、

２級以上の身体障がい者手帳等の交

付を受けている方で、乗合バスとコ

ミュニティバスの停留所（フリー乗降

できる区間はその路線）から300ｍ以

上家が離れている方。

福祉移送（有償運

送）サービス事業

利用者が町内の医療機関等に定期的に赴く

場合、福祉移送サービス事業所に対して助

成。利用者負担　片道500円。

公共交通機関を利用することが困難

な移動制約者で、常時寝たきりで、

座位が保持できない高齢者等。

ねたきり老人等介

護慰労金支給事業

町民税非課税世帯の介護者に月額7,500円

(ただし、介護保険適用の通所介護、訪問介

護等のサービス利用者は月額5,000円)、町

民税課税世帯の介護者に月額3,000円を支

給する。

寝たきり高齢者と同居し、生計を同

じくする方で、３か月以上介護に当

たっている介護者。

日常生活用具給付

事業

火災報知器・自動消火器・電磁調理器を給

付。世帯の所得税額により利用者負担あり。

火の取扱いに不安を感じ、低所得で、

概ね65歳以上の高齢者のみの世帯。

介護用品支給事業 １か月7,000円相当分の介護用品を現物で

支給。

要介護４または５と判定された在宅

の高齢者で、町民税非課税世帯に属

する方を介護している家族。

在宅ねたきり老人

等紙おむつ支給事

業

尿取りパッド、はくパンツなど、１か月、

100枚程度を予算の範囲内で支給。

町内に引き続き１年以上住所を有

し、65歳以上および重度身体障がい

者で、在宅で３か月以上寝たきり状

態または認知症および身体に障がい

があって、常時紙おむつを使用しな

ければならない方。

高齢者運転免許自

主返納支援事業

年間50枚を限度に500円券を交付し、１回

の乗車につき１枚、１日１往復を限度。

平成24年４月１日以降、満65歳以上

で運転免許証を返納し、他のタク

シー料金助成制度対象とならない方。

高齢者支援課から
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町の施策・情報をお伝えします。

町からのお知らせ

国民健康保険税の算定方法が変わります

問合せ 　税務課 ℡７２ ―７３０１

特
定
計
量
器
（
は
か
り
）
定
期
検
査
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す

第
二
次
愛
南
町
健
康
増
進
計
画
を
策
定
し
ま
し
た

　平成30年度の国の国民健康保険に係る税制改正により、新たに、賦課限度額の引上げと、軽減措置の対象

範囲が拡大されます。

 これにより、賦課限度額の基礎課税額を54万円から58万円に引き上げます。また、低所得者の負担軽減のた

め、国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の引上げを行います。

税務課から

●保険税の賦課限度額の引上げ

医療分 支援金分 介護分
現　在 54万円 19万円 16万円
改正後 58万円（＋4万円） 19万円 16万円

●低所得者に係る保険税軽減の拡充
　5割軽減

基準となる所得金額
現　在 世帯主と加入者の合計所得が33万円＋（270,000円×加入者数）以下
改正後 世帯主と加入者の合計所得が33万円＋（275,000円×加入者数）以下

例）夫婦2人、子供1人で夫の給与収入のみの場合（3人世帯）収入約188万円以下を収入約190万円以下に拡充

　2割軽減

基準となる所得金額
現　在 世帯主と加入者の合計所得が33万円＋（490,000円×加入者数）以下
改正後 世帯主と加入者の合計所得が33万円＋（500,000円×加入者数）以下

例）夫婦2人、子供1人で夫の給与収入のみの場合（3人世帯）収入約283万円以下を収入約287万円以下に拡充

商
工
観
光
課
か
ら

　

取
引
ま
た
は
証
明
に
、「
は
か
り
」

を
使
用
さ
れ
て
い
る
方
は
、
２
年
に

１
度
の
定
期
検
査
が
計
量
法
で
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
合
格
シ
ー
ル

の
な
い「
は
か
り
」は
、原
則
と
し
て
使

用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
次
の
い
ず
れ

か
の
場
所
で
、
必
ず
受
検
し
て
く
だ

さ
い
。な
お
、ヘ
ル
ス
メ
ー
タ
ー
等
、家

庭
内
で
使
用
し
て
い
る
「
は
か
り
」

は
、検
査
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

月　

日

時　

間

場　

所

６
月
４
日
㈪

11
時
〜
13
時

内
海
支
所

14
時
〜
16
時

西
海
町
民
会
館

６
月
５
日
㈫

９
時
〜
12
時

城
辺
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

13
時
〜
16
時

御
荘
文
化
セ
ン
タ
ー

６
月
６
日
㈬

９
時
〜
13
時
30
分

一
本
松
支
所

※
手
数
料
等
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

商
工
観
光
課  

℡
７
２
―

７
３
１
５

　
　
　
　

愛
媛
県
計
量
検
定
所  

℡
０
８
９
―

９
４
７
―

４
０
０
１

保
健
福
祉
課
か
ら

　

本
計
画
は
、
今
年
度
か
ら
十
年
間

の
計
画
で
、
す
べ
て
の
町
民
が
豊
か

な
人
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

個
人
、家
庭
、地
域
、行
政
お
よ
び
関
係

機
関
・
団
体
な
ど
が
連
携
し
、「
お
互

い
に
役
割
を
持
ち
な
が
ら
健
や
か
で

こ
こ
ろ
豊
か
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
」に
向

か
っ
て
健
康
づ
く
り
を
推
進
し
て
い

く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

計
画
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
を
各
ご

家
庭
に
お
配
り
し
ま
す
。
今
後
も
、町

の
健
康
づ
く
り
へ
の
ご
理
解
、ご
協
力

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

　

保
健
福
祉
課  

℡
７
２
―

１
２
１
２
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アカデミー

「地産地消」とは?

食育

  

税
務
課
等
か
ら

５
月
納
税
等
の
お
知
ら
せ

軽

自

動

車

税

全期

保

育

所

保

育

料

月末

下

水

道

使

用

料

　

町
税
を
滞
納
し
て
い
る
方
に
は
、

ま
ず
督
促
状
に
よ
っ
て
納
税
を
促
し

て
い
ま
す
。
町
税
を
滞
納
さ
れ
ま
す

と
、
本
来
、
納
め
る
べ
き
税
額
の
ほ
か

に
延
滞
金
が
か
か
り
ま
す
。

❶
町
税
等
、
住
宅
使
用
料
、
住
宅
共
益

費
、
駐
車
場
使
用
料
は
、
毎
月
、
当

月
分
が
月
末
に
振
替
と
な
り
ま
す
。

❷
上
水
道
使
用
料
の
振
替
日
は
毎
月

21
日
、
再
振
替
日
は
翌
月
の
10
日

で
す
。

※
該
当
日
が
休
日
の
場
合
は
翌
日
と

な
り
ま
す
。

こ
ん
な
と
き
に
は
届
出
が
必
要
で
す

愛
南
町
介
護
保
険
運
営
協
議
会
の
委
員
を
募
集
し
ま
す

　地域生産地域消費の略語で、その地域で作られた

農水産物をその地域で消費すること、また、その考

えや運動のことです。

　生産者と消費者の距離が近くなり、旬の食べ物を

新鮮に食べられ、地域の食材や伝統的な食文化への

理解と継承が促進されることで、地域への愛着が高

まります。 それに、

輸送にかかる費用

とエネルギーが抑

えられるほか、地

域経済の活性化や

食料自給率のアッ

プにつながると期

待されています。

町
民
課
か
ら

　

国
民
年
金
は
、
日
本
に
住
む
20
歳

以
上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
方
が
加

入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
届
出

は
加
入
す
る
時
だ
け
で
な
く
、
被

保
険
者
の
種
別
が
変
わ
っ
た
と
き
に

も
必
要
で
す
。
も
し
、
届
出
さ
れ
な

か
っ
た
場
合
、
年
金
額
が
少
な
く

な
っ
た
り
受
け
取
れ
な
い
場
合
も

あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
届
出
を
し
ま

し
ょ
う
。

○
20
歳
に
な
っ
た
と
き（
厚
生
年
金

や
共
済
年
金
加
入
者
を
除
く
）

　

第
１
号
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

印
鑑（
本
人
自
署
の
場
合
は
不
要
）を

持
参
し
て
、
住
所
地
の
市
町
村
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
退
職
し
た
と
き（
厚
生
年
金
や
共

済
年
金
加
入
者
の
場
合
）

　

第
２
号
被
保
険
者
か
ら
第
１
号
被

保
険
者
に
な
り
ま
す
。
印
鑑（
本
人

自
署
の
場
合
は
不
要
）
と
年
金
手
帳

等
と
退
職
の
日
が
わ
か
る
資
料
を
持

参
し
て
、
住
所
地
の
市
町
村
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
配
偶
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
が
、

配
偶
者
が
退
職
し
た
と
き

　

第
３
号
被
保
険
者
か
ら
第
１
号
被

保
険
者
へ
異
動
と
な
り
ま
す
。
印
鑑

（
本
人
自
署
の
場
合
は
不
要
）と
年
金

手
帳
等
、
配
偶
者
の
退
職
日
が
わ
か

る
資
料
を
持
参
し
て
、
住
所
地
の
市

町
村
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

宇
和
島
年
金
事
務
所

　

国
民
年
金
課

　

℡
０
８
９
５
―

２
２
―

５
３
４
４

　

町
民
課 

℡
７
２
―

７
３
０
０

高
齢
者
支
援
課
か
ら

職
務
の
内
容

会
議
に
出
席
し
、
介
護
保
険
事
業
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運

営
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
。

報
酬
等
の
条
件

日
額
７
０
０
０
円
（
交
通
費
有
）

公
募
人
数

３
名
（
委
員
定
数
10
名
）

任
期

委
嘱
の
日
か
ら
平
成
32
年
３
月
31
日
ま
で

応
募
資
格

町
内
在
住
で
介
護
保
険
１
号
又
は
２
号
被
保
険
者

（
40
歳
以
上
の
方
）

募
集
期
間

５
月
１
日
㈫
〜
５
月
21
日
㈪

申
込
み
・
問
合
せ
　

高
齢
者
支
援
課 

℡
７
２
―

７
３
２
５

ヒロメについて学習しました!
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－65歳以上の方へ－
　平成30年度からの介護保険料についてお知らせします

町の施策・情報をお伝えします。

町からのお知らせ

税務課から

　介護保険は40歳以上の方が加入者となり、介護保険料を納める制度です。65歳以上の方（第1号被保

険者）の保険料額は、市町村のサービス提供状況などによって決まり、その額は3年ごとに見直しされ

ます。

【平成30年度から3年間の介護保険料率と年間保険料】

区　分
保険料率

(基準額に対
する割合)

第7期保険料
年額

(H30年度から3年間)

第1段階

・生活保護を受けている方

・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けて

いる方

・世帯全員が住民税非課税で前年の（※１）合計所得金

額＋課税年金収入額が80万円以下の方

0.45(0.5)※
32,900円

(36,600円)※

第2段階
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋

課税年金収入額が80万円超120万円以下の方
0.75 54,900円

第3段階
・世帯全員が住民税非課税で第1段階・第2段階以外

の方
0.75 54,900円

第4段階

・本人は住民税非課税だが、世帯の誰かに住民税が課

税されていて、前年の合計所得金額＋課税年金収入額

が80万円以下の方

0.9 65,900円

第5段階

【基準額】

・本人は住民税非課税だが、世帯の誰かに住民税が課

税されている方（第4段階以外の方）
1.0 73,200円

第6段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万

円未満の方
1.2 87,800円

第7段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万

円以上200万円未満の方
1.3 95,200円

第8段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万

円以上300万円未満の方
1.5 109,800円

第9段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万

円以上の方
1.7 124,400円

・第7期事業計画（平成30年度から3年間）に必要な費用を賄うために、保険料を算定しました。

・第１段階の方は、公費により保険料が軽減されます。※は軽減前保険料（率）

※１　合計所得金額

　収入金額から必要経費に相当する金額（収入の種類により計算方法が異なります。）を控除した金額の

ことで、さらに「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る所得額」

（第1～5段階のみ）を控除した額

健全な介護保険制度の運営のため、保険料の納付にご協力ください。

問合せ 　【制度や介護サービスについて】高齢者支援課 ℡７２ ―７３２５

　　　　【介護保険料の納付について】　税務課 ℡７２ ―７３０１
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愛
南
町
農
林
業
支
援
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
ま
し
た

ひ
ろ
が
れ
！
認
サ
ポ
の
輪

「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
」
受
講
者
を
募
集
し
ま
す

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら

認
知
症
を
知
り　

地
域
を
つ
く
る

　
　
　

”
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
キ
ャ
ラ
バ
ン
〜
“

６
月
１
日
〜
７
日
は
水
道
週
間
で
す 

　

「
水
道
水　

安
全　

お
い
し
い　

金
メ
ダ
ル
」

水
道
課
か
ら

　

愛
南
町
の
農
林
業
を
支
援
す
る
た

め
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
的
な
役
割
を

果
た
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
「
あ
い
な
ん
農
林
業
ネ
ッ
ト

〜
愛
南
町
の
実
り
〜
」
を
開
設
し
ま

し
た
。

　

こ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
行
政
と

地
域
と
学
校
が
連
携
し
て
、未
来
を
見

据
え
た
農
林
業
に
役
立
つ
情
報
を
掲

載
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
ご
覧
い
た

だ
き
、
皆
さ
ま
の
ご

意
見
・
ご
要
望
を
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

※
ア
ク
セ
ス
に
は
右
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

認
知
症
に
つ
い
て
正
し
く
理
解

し
、偏
見
を
持
た
ず
、認
知
症
の
人
や

家
族
を
温
か
く
見
守
る
「
認
知
症
サ

ポ
ー
タ
ー
」
を
養
成
し
て
い
ま
す
。

サ
ポ
ー
タ
ー
と
は
「
応
援
者
」
の
こ

と
で
、
何
か
特
別
な
こ
と
を
す
る
人

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
認
知
症
を
他
人

事
で
は
な
く
、
自
分
や
家
族
が
直

面
す
る
課
題
と
し
て
、
あ
な
た
も

「
認
知
症
」
に
つ
い
て
学
ん
で
み
ま

せ
ん
か
？
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
に
な

る
と
、「
認
知
症
の
人
を
応
援
し
ま

す
」
と
い
う
意
思
を
示
す
目
印
で
あ

る
「
オ
レ
ン
ジ
リ
ン
グ
」
を
進
呈
し

ま
す
。
気
の
合
う
仲
間（
３
名
以
上
）

や
企
業
、団
体
等
の
研
修
の
機
会
と
し

て
、ど
う
ぞ
お
気
軽
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。
日
程
等
に
つ
い
て
は
ご
要

望
に
応
じ

ま
す
の
で
、

詳
し
く
は

事
務
局
ま

で
お
問
い

合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

申
込
み
・
問
合
せ

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

℡
７
２
―

７
３
２
５

　

「
痴
呆
」
の
呼
称
を
「
認
知
症
」
に
変
更
し
た
こ
と
を
契
機
に
、
多
く
の
人
が

認
知
症
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
し
、
認
知
症
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

ま
ち
を
市
民
の
手
に
よ
っ
て
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
、
平
成
17
年
度

か
ら
「
認
知
症
を
知
り
地
域
を
つ
く
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
・
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

キ
ャ
ラ
バ
ン
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。
現
在
で
は
、
全
国
で
約
１
千
万
人
、
愛
南

町
で
は
１
９
０
７
人
の
「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」
が
誕
生
し
て
い
ま
す
。

　

水
道
は
、
健
康
で
文
化
的
な
国
民

生
活
や
様
々
な
社
会
経
済
活
動
を
支

え
て
い
ま
す
。
住
民
の
皆
さ
ま
の
水

道
水
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
水
道

事
業
の
発
展
に
資
す
る
た
め
「
水
道

週
間
」
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

愛
南
町
で
は
、
水
道
週
間
に
合
わ

せ
て
浄
水
場
見
学
会
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　

毎
日
飲
ん
で
い
る
水
道
水
が
ど
の

よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
か
、
見
学
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

日
時　

６
月
１
日
㈮
〜
６
月
７
日
㈭

10
時
〜
15
時 

※
土
、日
曜
日
を
除
く
。

場
所　

城
辺
浄
水
場

問
合
せ  

　

水
道
課 

℡
７
２
―

０
８
３
５

　

城
辺
浄
水
場 

℡
７
２
―

０
２
１
２

農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら

　

「
キ
ャ
ラ
バ
ン
」
（
隊
商
）
の
隊
長
と
し
て
、
「
認
知
症
に

な
っ
て
も
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
」
へ
の
道
の
り

の
先
頭
を
歩
い
て
い
ま
す
。
ロ
バ
の
よ
う
に
急
が
ず
、
一
歩

一
歩
着
実
に
キ
ャ
ラ
バ
ン
を
す
す
め
て
い
こ
う
と
い
う
思
い

が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

〜
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
キ
ャ
ラ
バ
ン
の
マ
ス
コ
ッ
ト
「
ロ
バ
隊
長
」
〜

(認知症サポーターのイメージ)


